
〇
「
火
の
用
心
」コ
ン
サ
ー
ト

市
消
防
音
楽
隊
に
よ
る
ブ
ラ
ス
バ
ン

ド
演
奏
を
実
施

・
日
時
＝
11
月
12
日（
土
）
午
前
11
時
30

分
〜
正
午

〇

消
防
広
場

子
供
も
大
人
も
楽
し
み
な
が
ら
学
べ

る
住
ま
い
の
防
火
教
室
、
住
宅
防
火
対

策
コ
ー
ナ
ー
、
わ
が
家
の
防
災
コ
ー
ナ

ー
、
救
急
・
災
害
対
応
資
機
材
コ
ー
ナ

ー
な
ど

・
日
時
＝
11
月
13
日（
日
）
午
前
10
時
〜

午
後
４
時

一
般
家
庭
の
防
火
診
断

期
間
中
に
消
防
職
員
が
次
の
地
区
の

家
庭
を
訪
問
し
て
、
ガ
ス
器
具
や
暖
房

器
具
な
ど
の
火
気
使
用
が
適
切
か
ど
う

か
の
診
断
と
防
火
の
相
談
を
行
い
ま
す
。

〇

東
和
田
、
堀
之
内
、
小
菅
、
山
之
作
、

長
田
、
御
所
の
内
…
成
田
消
防
署

〇

北
羽
鳥
、
南
部
、
北
部
…
飯
岡
分
署

〇

本
城
…
三
里
塚
消
防
署

〇

玉
造
６
丁
目
、
南
平
台
、
上
福
田
…

赤
坂
消
防
署

●
会
場
＝
成
田
ユ
ア
エ
ル
ム
１
階
セ
ン

タ
ー
プ
ラ
ザ

●
内
容

〇

住
宅
防
火
対
策
展

住
宅
防
火
対
策
の
た
め
の
パ
ン
フ
レ

ッ
ト
配
布
、
住
宅
用
火
災
警
報
器
・
防

炎
物
品
な
ど
の
住
宅
防
火
に
関
す
る
展

示〇

防
火
ポ
ス
タ
ー
展

市
内
の
小
中
学
校
の
児
童
・
生
徒
を

対
象
に
し
た
、
防
火
ポ
ス
タ
ー
の
入
賞

作
品
を
展
示
し
ま
す
。

こ
と
し
も
た
く
さ
ん
の
作
品
が
寄
せ

ら
れ
、
市
長
賞
な
ど
特
別
賞
15
点
、
金

賞
10
点
、
銀
賞
20
点
、
銅
賞
30
点
が
選

ば
れ
ま
し
た
。

〇

そ
の
ほ
か
防
災
コ
ー
ナ
ー
を
設
置

防
災
フ
ェ
ス
タ
２
０
０
５

●
会
場
＝
成
田
ユ
ア
エ
ル
ム
１
階
セ
ン

タ
ー
プ
ラ
ザ

●
内
容

〇

防
火
ポ
ス
タ
ー
展
表
彰
式

市
長
賞
な
ど
特
別
賞
15
点

・
日
時
＝
11
月
12
日（
土
）
午
前
11
時
か
ら

11
月
９
日（
水
）か
ら
15
日（
火
）ま
で

秋
の
全
国
火
災
予
防
運
動
が
実
施
さ
れ

ま
す
。

火
災
予
防
運
動
は
、
火
災
が
多
く
発

生
し
や
す
く
な
る
時
季
を
迎
え
、
市
民

の
防
火
に
対
す
る
関
心
を
高
め
、
火
災

か
ら
尊
い
生
命
を
守
り
、
か
つ
貴
重
な

財
産
の
損
失
を
防
ぐ
こ
と
を
目
的
と
し

て
い
ま
す
。

市
消
防
本
部
で
は
期
間
中
、
次
の
よ

う
な
催
し
や
活
動
を
行
い
ま
す
。

火
災
予
防
運
動
展

●
期
間
＝
11
月
９
日（
水
）〜
15
日（
火
）

防
火
診
断
に
伺
う
職
員
は
、
名
札
と

腕
章
を
付
け
身
分
証
明
書
を
携
帯
し
て

い
ま
す
。

老
朽
化
消
火
器
の
処
分

相
次
い
で
発
生
し
た
、
消
火
器
の
破

裂
事
故
の
再
発
を
防
止
す
る
た
め
、
住

宅
な
ど
に
あ
る
老
朽
化
し
た
消
火
器
を

有
料
で
処
分
し
ま
す
。

〇

期
間
＝
11
月
９
日（
水
）〜
15
日（
火
）

午
前
９
時
〜
午
後
５
時（
土
・
日
曜
を

除
く
）

〇

場
所
＝
市
消
防
本
部
予
防
課

〇

料
金
＝
１
、０
０
０
円（
処
分
料
）

※
回
収
し
た
消
火
器
は
、（
社
）日
本
消

火
器
工
業
会
会
員
各
社
な
ど
で
適
正

に
処
理
さ
れ
ま
す
。

危
険
物
の
安
全
対
策

市
消
防
本
部
管
内
の
道
路
に
お
い
て
、

通
行
中
の
移
動
タ
ン
ク
貯
蔵
車
を
対
象

に
、
警
察
と
合
同
で
立
入
検
査
を
行
い

ま
す
。
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平
成
17
年
度
全
国
統
一
標
語

「
あ
な
た
で
す
火
の
あ
る
く
ら
し
の
見
は
り
役
」

秋
の
全
国
火
災
予
防
運
動

※
投
票
方
法
な
ど
く
わ
し
く
は
合
併
協

議
会
だ
よ
り（
第
14
号
）、
合
併
協
議

会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://w

w
w
.nari-

shim
o-tai.jp

）、
ま
た
は
合
併
協
議
会

事
務
局（
市
役
所
３
階
・
1
20
‐
１
５

４
６
）へ
。

※
火
災
予
防
運
動
期
間
中
の
防
火
相
談

は
、
消
防
本
部
予
防
課
か
最
寄
り
の

消
防
署
へ
。

消
防
本
部
予
防
課
　
1
20
‐
１
５
９
１

成
田
消
防
署
　
　
　
1
20
‐
１
５
９
４

飯
岡
分
署
　
　
　
　
1
36
‐
０
１
１
９

三
里
塚
消
防
署
　
　
1
35
‐
１
０
０
７

赤
坂
消
防
署
　
　
　
1
26
‐
３
２
１
０

ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
を
実
施

新「
成
田
市
」の
市
章
デ
ザ
イ
ン

成
田
市
・
下
総
町
・
大
栄
町
合
併
協

議
会
で
は
、
平
成
18
年
３
月
に
誕
生
す

る
新「
成
田
市
」の
市
章
デ
ザ
イ
ン
を
募

集
し
、
１，
２
４
９
点
の
応
募
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。
応
募
作
品
に
つ
い
て
は
、

成
田
市
市
章
候
補
選
考
委
員
会
で
選
考

を
行
い
、
選
考
さ
れ
た
５
点
の
候
補
作

品
に
つ
い
て
、
住
民
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

を
実
施
し
ま
す
。

●
対
象
作
品
＝
５
点（
11
月
15
日
発
行
の

合
併
協
議
会
だ
よ
り
ま
た
は
同
協
議

会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）

●
投
票
資
格
＝
１
市
２
町
に
住
所
を
有

す
る
人

●
投
票
期
間
＝
11
月
15
日（
火
）〜
12
月

15
日（
木
）

防火服を着てみよう
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ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す

建
築
物
等
実
態
調
査

冬
季
対
策
に

ご
協
力
を 大

気
汚
染
防
止

飼
い
主
は
愛
情
と

責
任
を
も
っ
て

動
物
に
よ
る
危
害
防
止
対
策
強
化
月
間

国
土
交
通
省
で
は
、
都
道
府
県
お
よ

び
市
区
町
村
の
協
力
の
も
と
、
最
近
に

お
け
る
建
築
物
お
よ
び
住
宅
の
建
築
状

況
な
ど
を
調
査
し
、
住
宅
・
建
築
行
政

な
ど
の
基
礎
資
料
に
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
、「
建
築
物
等
実
態
調
査
」を
実

施
し
て
い
ま
す
。

こ
と
し
は
、
11
月
１
日（
火
）か
ら
21

日（
月
）の
期
間
に
不
動
ヶ
岡
、
東
和
田
、

南
羽
鳥
の
各
地
区
の
一
部
に
調
査
員
が

伺
い
ま
す
。
調
査
の
内
容
に
つ
い
て
は

統
計
に
関
す
る
こ
と
以
外
に
は
使
用
し

ま
せ
ん
の
で
、
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

犬
・
猫
に
よ
る
危
害
・
被
害
が
あ
と

を
絶
た
な
い
こ
と
か
ら
、
千
葉
県
で
は

11
月
１
日（
火
）か
ら
30
日（
水
）ま
で
県

下
一
斉
に
、「
動
物
に
よ
る
危
害
防
止
対

策
強
化
月
間
」を
実
施
し
ま
す
。
動
物
を

飼
っ
て
い
る
人
は
、
次
の
事
項
を
必
ず

守
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

〇

捨
て
犬
・
捨
て
猫
の
禁
止

捨
て
犬
・
捨
て
猫
に
よ
る
苦
情
が
多

く
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
ペ
ッ
ト
は
家

族
の
一
員
で
す
。
決
し
て
捨
て
て
は
い

け
ま
せ
ん
。

動
物
を
み
だ
り
に
捨
て
る
と
、「
動
物

の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
」に
よ

り
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

〇

犬
・
猫
の
引
き
取
り

や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
、
ど
う

し
て
も
飼
え
な
く
な
っ
た
犬
・
猫
に
つ

い
て
は
、
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
に
引
き

取
っ
て
も
ら
う
方
法
も
あ
り
ま
す
。

〇

避
妊
・
去
勢
の
す
す
め

犬
や
猫
を
飼
っ
て
い
る
人
で
、
繁
殖

を
希
望
し
な
い
人
は
、
避
妊
・
去
勢
の

手
術
を
お
勧
め
し
ま
す
。

〇

犬
の
放
し
飼
い
は
し
な
い

犬
の
放
し
飼
い
は
、
人
へ
の
危
害
や

農
作
物
の
被
害
の
原
因
と
な
り
ま
す
。

犬
の
放
し
飼
い
は
絶
対
に
し
な
い
で
く

だ
さ
い
。

〇

犬
の
こ
う
傷
届

飼
い
犬
が
人
を
か
ん
だ
と
き
は
、
飼

い
主
が
保
健
所
に
届
け
出
す
る
義
務
が

あ
り
ま
す
。

〇

犬
の
散
歩

犬
の
散
歩
は
引
き
綱
を
つ
け
て
、
犬

の
急
な
動
き
を
制
御
で
き
る
人
が
行
う

よ
う
に
し
、
犬
の
排
せ
つ
物
は
飼
い
主

の
責
任
で
必
ず
始
末
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
猫
に
つ
い
て
も
他
人
の
敷
地

な
ど
で
排
せ
つ
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う

飼
い
主
は
十
分
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

〇

危
険
な
動
物
の
飼
養
許
可

カ
ミ
ツ
キ
ガ
メ
・
ヘ
ビ
・
サ
ル
な
ど

危
険
な
動
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
動
物

を
飼
育
す
る
場
合
は
、
保
健
所
長
の
許

可
が
必
要
で
す
。

冬
季
は
大
気
汚
染
物
質
が
よ
ど
み
や

す
い
気
象
条
件
が
多
く
な
る
こ
と
か
ら
、

市
お
よ
び
県
内
市
町
村
で
は
11
月
か
ら

１
月
ま
で
を
期
間
と
し
て
窒
素
酸
化
物

の
排
出
削
減
対
策
を
実
施
し
ま
す
。
皆

さ
ん
の
家
庭
で
も
、
燃
焼
系
暖
房
器
具

の
温
度
設
定
を
低
く（
20
度
）す
る
、
自

動
車
の
使
用
を
控
え
る
な
ど
、
窒
素
酸

化
物
の
削
減
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

・
水
曜
日
は
自
動
車
で
の
通
勤
や
買
い

物
は
控
え
ま
し
ょ
う

・
ア
イ
ド
リ
ン
グ
・
ス
ト
ッ
プ（
駐
・
停

車
時
の
エ
ン
ジ
ン
停
止
）に
努
め
ま
し

ょ
う

〇

印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付（
印
鑑
登
録

は
で
き
ま
せ
ん
）

〇

外
国
人
登
録
原
票
記
載
事
項
証
明
書

の
交
付

●
受
付
日
時
＝
火
〜
金
曜
日
の
午
前
８

時
30
分
〜
午
後
５
時（
公
民
館
の
休
館

日
、
祝
日
、
年
末
年
始
は
除
く
）

※
く
わ
し
く
は
環
境
対
策
課（
1
20
‐
１

５
３
２
）へ
。

市
民
課
分
室
も

ご
利
用
く
だ
さ
い

中
央
公
民
館
と
遠
山
公
民
館

※
く
わ
し
く
は
印
旛
保
健
所
成
田
支
所

（
1
26
‐
７
２
３
１
）ま
た
は
県
動
物

愛
護
セ
ン
タ
ー
（
1
93
‐
５
７
１
１
）

へ
。

ぼくも家族の一員です

市
民
課
の
分
室
が
中
央
公
民
館（
赤
坂

分
室
）と
遠
山
公
民
館（
遠
山
分
室
）に
あ

り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
分
室
で
取
り
扱

う
業
務
と
受
付
日
時
は
次
の
と
お
り
で

す
の
で
、
最
寄
り
の
分
室
を
ど
う
ぞ
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

赤
坂
分
室（
1
26
‐
３
３
２
７
）

●
取
り
扱
う
業
務

〇

住
民
票
・
住
所
証
明
・
記
載
事
項
証

明
の
交
付
、
年
金
証
明（
ハ
ガ
キ
な

ど
）

〇

印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付（
印
鑑
登
録

は
で
き
ま
せ
ん
）

〇

戸
籍
や
除
籍
の
謄
本
・
抄
本
、
附
票

の
写
し
の
交
付

〇

転
入
・
転
出
・
転
居
な
ど
の
住
民
異

動
届

〇

外
国
人
登
録
原
票
記
載
事
項
証
明
書

の
交
付

●
受
付
日
時
＝
月
〜
金
曜
日
の
午
前
８

時
30
分
〜
午
後
５
時（
祝
日
、
年
末
年

始
は
除
く
）

遠
山
分
室（
1
35
‐
２
０
０
０
）

●
取
り
扱
う
業
務

〇

住
民
票
・
住
所
証
明
・
記
載
事
項
証

明
の
交
付
、
年
金
証
明（
ハ
ガ
キ
な

ど
）

※
く
わ
し
く
は
市
民
課（
1
20
‐
１
５
２

５
）へ
。

※
く
わ
し
く
は
建
築
指
導
課（
1
20
‐
１

５
６
４
）へ
。

調査にご協力を
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こ
ん
な
と
き
こ
そ

検
察
審
査
会
へ

検
察
審
査
会

市
長
と

市
民
の
集
い

タ
ウ
ン
・
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ

交
通
規
制
が

行
わ
れ
ま
す

成
田
Ｐ
Ｏ
Ｐ
ラ
ン
大
会

皆
さ
ん
の
市
政
に
対
す
る
生
の
声
を

聞
き
、「
市
民
参
加
の
ま
ち
づ
く
り
」を

進
め
る
た
め
に
開
催
し
て
い
る「
タ
ウ

ン
・
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
」。

今
年
度
、
第
３
回
目
を
開
催
い
た
し

ま
す
。

市
長
と
直
接
、
意
見
交
換
が
で
き
ま

す
。
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

●
日
時
＝
11
月
25
日（
金
）
午
前
10
時
か

ら
●
会
場
＝
市
役
所
１
階
ロ
ビ
ー

●
テ
ー
マ

・
北
側
延
伸
と
空
港
問
題

・
今
日
的
課
題
に
つ
い
て

１
時
30
分
か
ら

●
会
場
＝
中
央
公
民
館
講
堂

れ
ま
せ
ん
。
市
選
挙
管
理
委
員
会
で
は
、

審
査
員
候
補
者
を
選
定
す
る
た
め
に
、

予
定
者
と
な
っ
た
人
に
職
業
な
ど
の
調

査
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
該
当
者

に
は
11
月
上
旬
に
調
査
表
を
送
り
ま
す

の
で
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
回
収
に
ご
協
力
を

ペットボトルの出し方

※
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
は
各
地
域
リ
サ
イ
ク
ル
団
体
お
よ
び
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
店
頭

回
収
協
力
店
へ
。
く
わ
し
く
は
ク
リ
ー
ン
推
進
課（
1
20
‐
１
５
３
０
）へ
。

11月の水道水の排水作業日程
水道部では水質維持のため、次のとおり水道水の排水作業を行います。
予定地区では、一時的に減水・濁りなどが発生することもありますのでご了
承ください。
なお、受水槽を使用している場合は、万一に備え適切な措置をお願いします。

※くわしくは市水道部工務課（122-0269）へ。

作業日 予定地区 予定時間
11月14日（月） 並木町（大久保台・野沢台・成瀬台）地区
11月15日（火） 並木町（沢山・日本松）地区
11月16日（水） 飯田町地区

午後10時

午前4時
〜

※
く
わ
し
く
は
市
民
支
援
課（
1
20
‐

１
５
０
７
）へ
。

成
田
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
お
よ
び
そ
の
周

辺
道
路
を
利
用
し
て
、
成
田
Ｐ
Ｏ
Ｐ
ラ

ン
マ
ラ
ソ
ン
大
会
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

当
日
は
交
通
規
制
が
行
わ
れ
ま
す
の
で
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
日
時
＝
11
月
６
日（
日
）
午
前
10
時
〜

正
午

●
規
制
場
所
＝
左
図
の
と
お
り

※
く
わ
し
く
は
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
課（
1

20
‐
１
５
８
４
）へ
。

法
人
と
個
人
の

白
色
申
告
者
を
対
象
に

年
末
調
整
な
ど
の
説
明
会

法
人
お
よ
び
個
人
の
白
色
申
告
者
を

対
象
に
、「
平
成
17
年
分
の
年
末
調
整
・

法
定
調
書
及
び
給
与
支
払
報
告
書
の
提

出
に
つ
い
て
」の
説
明
会
を
次
の
と
お
り

開
催
し
ま
す
。

な
お
、
個
人
青
色
申
告
者
に
は
、
12

月
に
青
色
申
告
決
算
説
明
会
を
予
定
し

て
い
ま
す
。

●
日
時
＝
11
月
18
日（
金
）
午
前
の
部
＝

午
前
10
時
か
ら
、
午
後
の
部
＝
午
後

※
く
わ
し
く
は
成
田
税
務
署
法
人
課
税

第
二
部
門（
1
28
‐
５
１
５
１
）ま
た

は
市
税
務
課（
1
20
‐
１
５
１
３
）へ
。

交
通
事
故
や
詐
欺
、
脅
し
な
ど
の
犯

罪
被
害
に
遭
い
、
警
察
や
検
察
庁
に
訴

え
た
が
、
検
察
官
が
そ
の
事
件
を
起
訴

し
て
く
れ
な
い
。

検
察
審
査
会
制
度
と
は
、
こ
の
よ
う

な
不
起
訴
処
分
に
不
服
の
あ
る
人
の
申

し
立
て
を
受
け
、
事
件
を
調
べ
直
し
、

検
察
官
の
処
分
の
善
し
あ
し
を
審
査
す

る
制
度
で
す
。

相
談
や
申
し
立
て
に
つ
い
て
の
費
用

は
一
切
無
料
で
、
秘
密
は
固
く
守
ら
れ

ま
す
。

検
察
審
査
会
は
、
選
挙
人
名
簿
の
中

か
ら
く
じ
で
選
ば
れ
た
11
人
の
審
査
員

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
ま
す
。
あ
な
た
も

い
つ
か
審
査
員
に
選
ば
れ
る
こ
と
が
あ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
審
査
員
に
選
ば

れ
た
と
き
は
、
市
民
の
代
表
と
し
て
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

た
だ
し
、
司
法
関
係
の
仕
事
に
従
事

し
て
い
る
人
な
ど
は
、
審
査
員
に
は
な

◆
検
察
審
査
員
に
選
ば
れ

た
ら
ご
協
力
を

※
く
わ
し
く
は
千
葉
検
察
審
査
会
事
務

局（
千
葉
地
方
裁
判
所
内
・
1
０
４

３
‐
２
２
２
‐
０
１
６
５
）へ
。

● 

〇 〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 〇 

〇 

〇 

〇 

市陸上競技場 

成田警察署 

至
Ｊ
Ｒ
成
田
駅 

西
口 

至
印
旛
沼
方
面 

至
宗
吾
方
面 

成田北高校 

給食センター 〇 

玉
造
中 

ゴ
ル
フ
練
習
場 

吾
妻
中 

中
台
中 

玉造公民館 

向台小 

橋賀台公園 

中央公民館 

消防署 
成田税務署 
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相　談　名 期　日 時　間 場　所 問い合わせ先

市民相談（行政に関すること） 月～金曜日 08：30～17：00 市役所2階相談室

市民生活相談（家事・民事） 月・木曜日 09：00～16：00 〃

法律相談（予約制・市内在住の人）
水曜日 13：00～16：00 〃

（裁判所で係争中の事件は除く）

もめごと・なやみごと・苦情相談
22日（火） 10：00～15：00 市役所2階201会議室

（人権・行政相談）

不動産相談 15日（火） 10：00～12：00 〃

税務相談 15日（火） 10：00～15：00 市役所2階相談室

外国人相談（英語・中国語・
10日（木）・24日（木）13：00～16：00

スペイン語・ポルトガル語）
市役所2階201会議室

市民よろず相談 19日（土）・20日（日）09：30～16：00
国際文化会館 県行政書士会印旛支部
（産業まつり会場） 作田義美さん123-3286

女性就業（内職）相談
水・金曜日 10：00～16：00

市役所2階 商工観光課122-1111
（来所前に要電話） 女性就業相談室 内線2724

高齢者職業相談 月～金曜日 08：30～17：00
市役所2階 商工観光課122-1111
高齢者職業相談室 内線2725

パートタイマー職業相談 月～金曜日 08：30～17：00
パートサテライト パートサテライト
（商工会館１階） 122-8281

消費生活相談 月～金曜日 10：00～16：00
消費生活センター 消費生活センター
（市役所2階） 123-1161

商工業者法律相談（予約制） 15日（火） 10：00～12：00 商工会館2階相談室 商工会議所122-2101

年金相談 水曜日 10：00～15：00 市役所1階相談室 保険年金課120-1526

交通事故相談 1日（火） 10：00～15：00 市役所4階402会議室 交通防犯課120-1527

心配ごと相談 木曜日 10：00～15：00 保健福祉館会議室 社会福祉協議会127-7755

酒害相談 17日（木） 09：00～12：00 〃 〃

家庭児童相談 月～金曜日 09：00～16：00 市役所1階家庭児童相談室 児童家庭課120-1538

戦没者遺族相談 28日（月） 10：00～15：00 市役所1階相談室 社会福祉課120-1536

健康体力相談 1日（火） 09：00～12：00 市体育館 市体育館126-7251

就学相談（予約制） 月・火・木曜日 09：00～17：00 市役所5階会議室 教育指導課120-1582

教育相談（予約制） 火曜日 09：00～16：00 成田市教育センター
教育センター
120-2922

教育相談（不登校相談も） 月～金曜日 09：00～16：00 成田市ふれあいるーむ21 教育相談室120-1414

巡回子ども相談（予約制） 11日（金） 10：00～15：00 子ども館相談室
県中央児童相談所
1043-253-4101

市民支援課市民相談室
120-1507
※相談日が祝日と重なる
場合はお問い合わせく
ださい。

心の健康、応援します

困りごと・悩みごと相談室
一人で悩んでいないで相談してみませんか？

毎日の生活の中で、疑問に思っていること、だれかに相談したい
と思っていることはありませんか。市などでは、そんなあなたの要
望に応え、各種相談を行います。相談は無料で秘密は厳守されま
す。この機会に日ごろ感じている疑問や悩みを解消してみてはいか
がですか。


